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森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き

は
、
３
つ
の
書
類
の
提
出
が
森
林
法

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
事
前
の
「
伐
採
造
林
届
」
②
伐
採

完
了
後
の
「
伐
採
に
係
る
森
林
の
状

況
報
告
書
」
③
造
林
完
了
後
の
「
伐

採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
報

告
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
令
和
５
年
度
か
ら
①
「
伐
採
造
林

届
」
提
出
の
際
は
、
④
「
伐
採
造
林

届
の
添
付
書
類
」
が
森
林
法
で
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

④
「
伐
採
造
林
届
の
添
付
書
類
」

・
森
林
の
位
置
や
地
域
図

・
届
出
者
の
確
認
書
類

　
（
身
分
証
明
書
の
写
し
）

・
土
地
の
証
明
書

・
隣
接
森
林
と
の
境
界
関
係
書
類

・
法
令
の
許
可
関
係
書
類

※
該
当
す
る
場
合
の
み

・
伐
採
の
権
原
関
係
書
類

※
届
出
者
が
土
地
所
有
者
で
は
な
い
場
合

・
伐
採
と
集
材
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

・
地
元
関
係
者
と
の
協
議
書
類

提出書類 提出期限 未提出の場合

①「伐採造林届」 伐採開始の90日から30日前
100万円以下の罰金
（森林法第208 条）

②「伐採に係る森林の状況報告書」 伐採を完了後30日以内
30万円以下の罰金
（森林法第210 条）

③「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」 造林を完了後30日以内

よくある質問

Q：伐採の位置や区域図は実測が必要？
A：位置や地区が分かる書類であれば実測は
必要ありません。

Q：土地の証明書とは？
A：次のいずれかの書類です。
　・登記事項証明書
　・固定資産税納税通知書の写し
　・土地の売買契約書
　・遺産分割協議書
　・贈与契約書

Q：届出者の本人確認書類とは？
A：住民票や運転免許証、マイナンバーカード
（表）などの写しになります。

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
耕
地
林
務
課
林
務
係

　
☎（
86
）１
１
５
９﹇
直
通
﹈

子
育
て
に
体
罰
や
暴
言
は
Ｎ
Ｇ
！

　
全
国
で
児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談

対
応
件
数
は
依
然
と
し
て
増
加
傾
向

に
あ
り
、
子
ど
も
の
生
命
が
奪
わ
れ

る
重
大
な
事
件
も
後
を
絶
た
な
い
な

ど
深
刻
な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

「
し
つ
け
」
と
称
し
た
体
罰

し
つ
け
は
子
ど
も
の
人
格
や
才
能

な
ど
を
伸
ば
し
、
社
会
性
を
育
み
成

長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
行
為
で
す
。
た

だ
し
、
身
体
に
苦
痛
を
引
き
起
こ
す

行
為
や
不
快
感
を
意
図
的
に
も
た
ら

す
行
為
は
、
軽
い
も
の
で
あ
っ
て
も

体
罰
に
該
当
し
、
子
ど
も
の
心
身
の

発
達
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
体
罰
は
、
法
律
（
児
童
虐
待
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
等
）
で
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
出
産
や
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
や

質
問
が
あ
る
か
た
は
相
談
く
だ
さ

い
。
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子

ど
も
を
見
つ
け
た
場
合
は
、
虐
待
の

確
信
が
な
く
て
も
連
絡
く
だ
さ
い
。

早
期
発
見
が
問
題
解
決
に
つ
な
が
り

ま
す
。
通
告
・
相
談
は
匿
名
が
可
能

で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

虐
待
の
種
類

①
身
体
的
虐
待

殴
る
、
蹴
る
、
叩
く
、
投
げ
落
と
す
、

激
し
く
揺
さ
ぶ
る
、
や
け
ど
を
負
わ
せ

る
、
溺
れ
さ
せ
る
、
首
を
絞
め
る
、
縄

な
ど
に
よ
り
一
室
に
拘
束
す
る
な
ど

②
性
的
虐
待

　

子
ど
も
へ
の
性
的
行
為
、
性
的
行

為
を
見
せ
る
、
性
器
を
触
る
ま
た
は

触
ら
せ
る
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
被

写
体
に
す
る
な
ど

③
ネ
グ
レ
ク
ト

家
に
閉
じ
込
め
る
、
食
事
を
与
え
な

い
、
ひ
ど
く
不
潔
に
す
る
、
自
動
車
の

中
に
放
置
す
る
、
重
い
病
気
に
な
っ
て

も
病
院
に
連
れ
て
行
か
な
い
な
ど

④
心
理
的
虐
待

　

言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、
き
ょ

う
だ
い
間
で
の
差
別
的
扱
い
、
子
ど

も
の
目
の
前
で
家
族
に
対
し
て
暴
力

を
振
る
う
（
面
前
Ｄ
Ｖ
）
な
ど

③
ネ
グ
レ
ク
ト

問
い
合
わ
せ
先

　
児
童
相
談
所（
全
国
共
通
）

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

役
場
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
係

　
☎（
86
）１
１
４
６﹇
直
通
﹈

森
林
伐
採
の
と
き
は


